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犯罪により従前の住宅に居住することが困難になったことが明ら
かで、次のいずれかに該当することが客観的に証明される方を含
む世帯
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※給与所得または公的年金に係る雑所得を有する方



※給与所得または公的年金に係る雑所得を有する方※給与所得または公的年金に係る雑所得を有する方












